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防衛装備庁における特定物質の製造等について（通達）

標記について、特定物質の製造等に関する訓令（平成７年防衛庁訓令第４８号）第

１５条第１項の規定に基づき、別紙のとおり定めたので通達する。

添付書類：別紙



別紙

防衛装備庁における特定物質の製造等について

（趣旨)

第１条 この通達は、防衛装備庁の行う特定物質の製造、使用その他の取扱い(以下

「特定物質の製造等」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

２ 防衛装備庁の行う特定物質の製造等に当たっては、法令又はこれらに基づく特別

の定めのあるもののほか、この通達の定めるところによる。

（用語の意義)

第２条 この通達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。

⑴ 長官 防衛装備庁長官をいう。

⑵ 法 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律（平成７年法律第６５

号）をいう。

⑶ 訓令 特定物質の製造等に関する訓令（平成７年防衛庁訓令第４８号）をいう。

⑷ 特定物質 法第２条第３項に規定するものをいう。

⑸ 特定施設 法第３４条第１項に規定する施設をいう。

⑹ 年度計画 訓令第４条第１項に規定する特定物質の製造等の計画をいう。

⑺ 細部計画 防衛装備庁の装備品等の研究開発の実施に関する訓令（平成２７年

防衛装備庁訓令第１６号。以下「研究開発の実施に関する庁訓令」という。）第

１７条に規定する計画をいう。

（特定物質の製造等の実施)

第３条 特定物質の製造等は、陸上装備研究所長(以下「所長」という。)が行うもの

とする。

２ 所長は、特定物質の製造等を行う場合には、特定物質に関して十分な識能を有す

る職員の中から実施者を指名し、特定施設において実施するものとする。

（細部計画の記載)

第４条 長官官房装備官及び所長は、その年度において、特定物質の製造等を計画す

る場合には、あらかじめ細部計画に特定物質の製造等を実施する旨記載するものと

する。

２ 長官官房装備官及び所長は、第５条第２項、第６条第２項及び第３項に規定する

場合において、細部計画の修正を行う必要があるときは、所要の措置を講じるもの



とする。

（年度計画作成の協議)

第５条 長官官房装備官は、その年度において、所長に特定物質の製造等を依頼しよ

うとする場合には、当該年度開始３０日前までに所長と協議するものとする。

２ 長官官房装備官は、年度の開始前に特定物質の製造等を計画していない場合で、

その後の特別の事情により、その年度に特定物質の製造等を依頼しようとするとき

は、所長と協議するものとする。

（年度計画の承認申請)

第６条 所長は、その年度において特定物質の製造等をしようとする場合には、原則

として、当該年度の開始１５日前までに、年度計画を訓令別紙様式第１により長官

に上申するものとする。

２ 所長は、年度の開始前に年度計画の承認を受けていない場合で、その後の特別の

事情により、その年度に特定物質の製造等をしようとするときは、前項の規定の例

により長官に上申するものとする。

３ 所長は、事情の変更その他の事由により、年度計画を変更しようとする場合には、

あらかじめ、訓令別紙様式第２により長官に上申するものとする。

４ 長官は、防衛大臣から年度計画の承認及び年度計画の変更の承認があった場合に

は、所長にその旨通知する。

（安全管理)

第７条 所長は、特定物質の製造等を行う場合には、あらかじめ研究開発の実施に関

する庁訓令第２２条第２項に規定する試験細部計画に、汚染防止、除染、救護等の

安全管理の方法を定めるものとする。

２ 所長は、特定物質の製造等を行う場合には、次の各号に掲げる事項を厳守するも

のとする。

⑴ 実施者は、所要の防護装具を装着して実施すること。

⑵ 終了後は、防護装具及び使用資器材を完全に除染すること。

⑶ 実施の間は、排ガス処理装置付き排気装置及び排気ガス監視装置を作動させる

こと等により、特定物質の特定施設外への漏えいを防止すること。

⑷ 特定物質の製造等に係る場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、

かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること等により、特定物質の盗取及び所在

不明を防止すること。

３ 所長は、前２項に定めるもののほか、防衛装備庁の職員の安全管理に関する訓令

（平成２７年防衛装備庁訓令第４号）の規定に基づき、安全管理に必要な措置を講



じるものとする。

（製造等の報告)

第８条 所長は、前年に特定物質を製造した場合には、その数量等を訓令別紙様式第

６により毎年１月１６日までに長官に報告するものとする。

２ 所長は、特定物質の使用をした場合には、直ちに、訓令別紙様式第７により、長

官に報告するものとする。

３ 所長は、訓令第８条第１項に規定する廃棄を行った場合には、訓令別紙様式第５

により、速やかに長官に報告するものとする。

（記録)

第９条 所長は、日誌を備え特定物質の製造等に関する事項を記録するものとする。

（事故報告等)

第１０条 所長は、特定物質の製造等に伴い、危害が発生し、又は発生するおそれが

ある場合には、直ちに特定物質の安全な場所への移送、退避、除染、救護等の応急

の措置を講じるとともに、その旨を長官に報告するものとする。

２ 所長は、前項の場合において、自衛隊の施設等の近隣に危害が及ぶおそれがある

場合には、直ちにその旨を警察官、消防吏員及び関係機関に通報するものとする。

３ 所長は、その所持する特定物質が盗取され、また所在不明になった場合には、直

ちにその旨を長官に報告するものとする。


